
環境影響評価（環境アセスメント）に係るお知らせ 

  
                                             

平成１４年８月３０日 

  

  川崎市環境影響評価に関する条例（平成１１年川崎市条例第４８号）第１９条の規定に基づ

き，「（仮称）五力田住宅計画」に係る条例環境影響評価準備書の写しの縦覧を次のとおり行い

ます。 

  

１ 指定開発行為者 

  五力田土地区画整理組合 

  理事長 中 山 廣 儀 

  川崎市麻生区五力田三丁目１８番５号 

２ 指定開発行為の名称及び種類 

（１）名 称 

（仮称）五力田住宅計画 

（２）種 類 

住宅団地の新設（第３種行為） 

  

３ 指定開発行為を実施する区域   

川崎市麻生区五力田字小台 

 （平成１４年９月中旬に予定している換地処分をもって，川崎市麻生区白鳥四丁目１０番2号他に

変更） 

  

４ 指定開発行為の目的及び内容 

（１）目 的 

共同住宅の新設 

（２）内 容 

ア 開発区域面積          １６，３６０．０１㎡ 

イ 土地利用計画 

（ア）計画建物            ７，６４８．３１㎡ 

  （イ）駐車場             １，３０１．８５㎡ 

  （ウ）車路              １，９２９．３０㎡ 

  （エ）通路・アプローチ          ７６８．５０㎡ 

  （オ）緑化地             ４，３３７．６９㎡ 

  （カ）駐輪場               ３４８．６８㎡ 

  （キ）バイク置き場             ２５．６８㎡ 

  ウ 建築計画 



 （ア）構造          ＲＣ構造 

  （イ）階数          地上5階，地下1階 

  （ウ）高さ          １４．９５ｍ 

  （エ）建築面積        ７，３６５．９２㎡ 

  （オ）延床面積        ２６，３７９．３１㎡ 

（３）計画人口（計画戸数） 

  ８７２人（２８７戸） 

５ 指定開発行為の施行期間 

   着工予定： 平成１５年１月 

完了予定： 平成１５年１２月 

  

６ 条例評価準備書の写しの縦覧期間，場所及び時間 

（１）期 間 

平成１４年８月３０日（金）から平成１４年１０月１３日（日）まで 

（２）場 所 

麻生区役所及び本庁（環境局環境評価室） 

（３）時 間 

午前８時３０分から午後５時まで 

ただし，土曜日，日曜日等閉庁日は除きます。 


